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引き続き訪問・来所を控えさせて頂こうと検討しております。
可能な限り郵送やメールお電話での

ご対応をお願いしております。
対面での対応はマスク着用にて

対応させていただきますがご容赦ください。
しっかりと対策していきますので

ご理解ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

浦野会計事務所では「チャットワーク」を導入してます。
チャット形式なので過去のやり取りが見やすく「Zoom」にも

対応しており今後の非対面の打合せが増えた際にも役立つと考えております。

・iPhone/iPadアプリは iTunes ページから
ダウンロードできます。

・Androidアプリは Google play ページから
ダウンロードできます。

携帯でアプリをダウンロードしていただくと通知がきたり
LINEと同じように写真なども送ることができ便利ですので

ご検討お願いいたします！（個別にもご提案させていただきます）

日ごとに暑さが厳しくなりますが
ご体調などお変わりありませんでしょうか。

緊急事態宣言は明けたものの
まん延防止等重点措置という事で

時短要請なども続いておりまだまだ我慢が続きますが
元気で夏をお過ごし下さい。

7月10日（土）
・社会保険の報酬月額算定基礎届の提出

7月12日（月）
・6月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
・納期特例の適用を受けている事業者の

源泉所得税の納付（1月～6月分）

7月15日（木）
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請

8月2日（月）
・5月決算法人の申告と納税
・11月決算法人の中間申告と納税
・8.11.2月決算法人の消費税の3ヶ月ごとの中間申告
・6月分社会保険料納付



月次支援金とは、中小法人や個人事業について4月以降に実施された「緊
急事態宣言」や「まんえん防止等重点措置」による飲食店の休業・時短
営業等又は外出自粛等の影響を受けた事業者に対して支給される支援金
となります。

【支援対象】
月次支援金の給付対象は以下の①・②の要件を満たすものとなります。
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業や時短

営業又は外出自粛の影響を受けていること
② 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置

の影響を受けて月間売上高が2019年又は2020年の同月比で50％以上
減少していること

以上の要件を満たせば業種や地域を問わず給付対象となります。

【支援金額】
支援金額の計算は以下の算式で計算した金額となります。
(算式) 2019年又は2020年の基準月(※1)の売上－2021年対象月(※2)
支援金額には、上限が定められており個人事業者は10万円/月、中小法人
は20万円となっております。
(※1)2019年又は2020年における対象月と同じ月
(※2)緊急事態宣言又はまん延防止措置重点措置が実施された月のうち対
象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が50％以上減
少した2021年の月

【申請期限】
4月、5月分の申請・・・2021年6月16日～8月15日
6月の申請・・・2021年7月1日～8月31日
7月の申請・・・2021年8月1日～9月30日

申請においては、登録機関による事前確認が必要となるようですが、一
度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には2回目
以降の申請では事前確認が省略できます。また、事前確認を経て．一時
支援金を受給した事業者についても月次支援金の申請にあたり事前確認
を受ける必要はないようです。

当事務所も事前確認の登録機関となっておりますので、申請をお考えの
場合には、お気軽にご相談ください。

月次支援金の申請が始まっています！

谷町六丁目駅から南東へ徒歩約5分、
上町筋の通り沿いにある果物屋さん。

シックな深緑の看板が目を引く外観で、店内は果物の販売ス
ペースとイートインスペースがあるようです。

こちらのお店は、なんと100年以上の長い歴史を持つという
大阪でも有数の果物屋さんとのこと。

新鮮なフルーツの美味しさをそのまま生かした、かき氷やフ
ルーツサンドが好評なんだそうです。

かき氷は季節のフルーツのソースやシロップが楽しめるため
時期によって提供されるフレーバーも変わるそう。ごろごろ
とした果肉がたっぷり入っている点も、嬉しいポイントの1つ

のようです。ぜひ一度食べてみたいですね！


